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 ① 専用住宅 

② 併用住宅 

１．町家等の再生・活用に関する事例 
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■建物概要 ・ 建 築 時 期 ：  明 治  

 ・ 再 生 時 期 ：  平 成 7 年 4 月  

 ・ 建 物 形 式 ：  つ し 二 階  

 ・ 延 べ 床 面 積  ： 219 ㎡ 

 
■改修内容 

●外観に関して 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
□外観 □外観（元興寺住職の書による看板） 

□屋根 

・明治時代当初の外観をできるだけ再現している 

・ガラス瓦によるトップライトを設けて採光を確保 

④ コミュニティ施設 

③ 商業施設(物販店舗) 
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平成１５年１２月、建築基準法に基づく告示が改正され、在来軸

組工法等に用いられる土塗壁等のもつ構造耐力が評価されたこ

とで、これらを使った場合の設計の自由度が高くなりました。

土塗壁等の壁倍率（昭56建告1100号） 

① 土塗壁等の構造耐力評価

 平成１５年１２月、軸組の倍率を定めた告示（昭56建告1100）が改正され、木

造の在来軸組工法等に用いられる土塗壁等の軸組の倍率が定められました。

これにより土塗壁等は、構造耐力上有効な壁として評価がなされるため、これ

らを用いた木造建築の設計が容易となりました。  

土塗壁 

面格子壁

落込板壁 

２．建築基準法に基づく告示の改正 
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平成１６年７月、建築基準法に基づく告示が改正され、町家等の

木造建築物について、伝統的工法による外壁や軒裏の仕様を防火
構造等として一般的に使用することが可能となりました。 

② 伝統的工法による外壁等の防火性能評価

 歴史的なたたずまいを継承した街並み等の更新を推進するため、伝統的な町家等

の隣地側外壁に見られる「裏返塗りなしの土塗壁」や、木造のたる木や野地板をあら

わし（防火被覆なし）の仕上げにした「軒裏」等が準耐火構造、防火構造及び準防火構

造として追加されました。これにより、準防火地域等において、次のような伝統的工法

による木造建築物の建築や更新が可能となります。  

隣地側外壁(裏返塗り
なしの土塗壁)

木造のあらわし
軒裏

土壁に焼杉板
(既に告示化)

裏返塗りをした土
塗壁(既に告示化)

裏返塗りなしの土
塗壁に下見板

告示改正で追加される外壁等の例 

防火構造の外壁の例 

準耐火構造の軒裏の例 

 

屋内側が土塗壁で塗

厚３０mm以上、屋外側

に厚さ１２mm以上の下

見板張り 

土塗真壁造で裏返塗

りをしないもので、塗

厚４０mm以上、ちり

が１５mm以下 

野地板（厚さ30mm以上）及び垂

木をそれぞれ木材で造り、隙間の

部分に木材の面戸板（厚さ45mm

以上）が設けられた構造 

準防火構造の外壁の例 

・土塗真壁造で塗厚さが３０mm以上のもの 

伝統的な町家のイメージ 

出典：関西木造住文化研究会 



 

・建築物の建築等に対する届出・勧告を基本とする緩やかな

誘導措置。

・デザイン・色彩については、条例を定めることにより、変更

命令が可能。（命令違反した場合は代執行、罰則で担保）

・「景観上重要な公共施設」の整備や「電線共同構法」の特例。

○協定事項（例）

・デザイン、色彩、規模、用途等

［商店街での
取組イメージ］

住民合意（全員合意）によるきめ

細やかな景観に関するルール作り

景観上重要な建築物･工作物

を指定して積極的に保全

○現状変更について許可が必要

○建築基準法による制限の緩和

が可能

○相続税の適正評価（調整中）

［まちなみイメージ］

・ NPO 法 人

や公益法人

などを指定。

・景観形成

の相談・コー

ディネート業

務、景観重

要建造物の

管理等を行

う。

ソ
フ
ト
面
の
支
援

・行政、住民

等による協議

の場

・協議の整

った事項の

尊重義務

・必須事項：デザイン・色彩の制限

・選択事項：高さ、壁面の位置、敷

地面積の制限

・建築物の高さ、壁面の位置、敷地

面積の制限については建築確認

で担保

・土地の形質変更などの規制を条

例で定めて行うことが可能

基本理念基本理念 国民･事業者･行政の責務の明確化国民･事業者･行政の責務の明確化

景観計画区域景観計画区域

景観協定景観協定

景観重要建造物景観重要建造物

（都市計画区域外でも指定可能。）

景観協議会景観協議会

景観整備景観整備

機構機構

景観地区景観地区又は準景観地区準景観地区

我が国で初めての景観についての総合的な法律である「景観法」が、平成１６
年１２月１７日に一部施行されました（平成１７年６月までに全面施行の予定）

※景観地区、準景観地区等は未施行
（平成１７年６月までに施行）

３．景観法

○景観法の概要

５



４．街なみ環境整備事業 
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